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成田市開発行為等指導要綱 

昭和４９年３月２９日 

告示第１７号 

（目的） 

第１条 この要綱は，本市における無秩序な市街化，環境破壊及び災害等を防止

し，健康でかつ良好な都市環境を形成するため，必要な整備基準を定めるととも

にその履行を指導し，成田市基本構想に掲げる将来都市像の実現に寄与すること

を目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 事業 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「基準法」という。)に基

づく建築物の建築又は都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号。以下「法」とい

う。)に基づく開発行為をいう。 

(2) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。 

(3) 事業者 事業を行う者（国，県等の公的機関を含む。）をいう。 

(4) 公共施設 道路，公園，緑地，上水道，地下水揚水施設，下水道，河川，

水路，汚水施設，排水施設，消防施設及びその他の施設で公共の用に供するも

のをいう。 

(5) 公益施設 教育施設，医療施設，官公庁施設，通信施設，商業施設，駐車

場施設及びその他の施設で市民生活の福祉増進に必要なものをいう。 

（適用対象） 

第３条 この要綱は，次の各号のいずれかに該当する事業（自己の居住の用に供す

るものを除く。以下同じ。）について適用する。 

(1) 法第２９条第１項の規定による許可を必要とするもの 

(2) 法第２９条第１項第３号に規定するもので，かつ，市長が必要と認めるも

の 

(3) 基準法に基づく建築物で高さ１０メートルを超え，かつ，延べ面積が５０

０平方メートル以上のもの 

(4) 集合住宅等の建築物で計画戸数（室数）が２０戸以上のもの 

(5) 増改築又は敷地の拡張により前各号に該当することとなるもの 

(6) 同一事業者が一定区域について数回行う事業が第１号，第３号又は第４号

の規定に該当するもの 

(7) 複数の事業者が行う一団の事業について，それが共同事業と認められる事

業が第１号，第３号又は第４号の規定に該当するもの 

(8) 本市周辺において行う前各号のいずれかに該当する事業で，本市の区域に

ある公共施設及び公益施設に特に影響を与えるもの 

(9) 前各号のいずれにも該当しない事業で，市長が特に認めるもの 

（事前協議） 

第４条 事業者は，前条の規定による適用対象事業を行おうとする場合は，法第２

９条に規定する開発行為の許可の申請，基準法第６条第１項に規定する建築確認
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申請その他法令に規定する申請を行う前に，市長と事前協議をしなければならな

い。また，事業を変更する場合においても同様とする。 

２ 前項に規定する事前協議を行おうとする者は，事前協議申請書(別記第１号様

式)に，計画概要書（別記第２号様式）及び別に定める必要な書類を添えて市長

に提出しなければならない。また，事業を変更する場合は，事前協議変更申請書

(別記第３号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（整備基準） 

第５条 事業者は，法及びその他法令等を遵守するとともに，別表に定める基準に

より，公共施設又は公益施設等を自らの責任において整備しなければならない。 

２ 前項の整備に要する費用は，事業者の負担とする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は，成田市基本構想に基づいた事業計画を策定するとともに，本市

の実施する施策に協力しなければならない。 

２ 事業者は，第４条第２項の規定による事前協議申請を行う前から事業に係る工

事が完了するまで，事業区域の見やすい場所に事前公開板(別記第４号様式)を設

置しなければならない。この場合において，事業者は，後に紛争等が生じないよ

うにするため，事業計画を周辺住民に十分説明し，理解と協力が得られるよう努

めなければならない。 

３ 事業者は，事業に当たり本市の住民に対し，特に優先的な分譲，入居，雇用及

び施設利用等について十分配慮するものとする。 

（調査等） 

第７条 市長は，事業の施行状況について必要と認めるときは，報告若しくは資料

等の提出を求め，又は調査を行うことができる。 

（勧告等） 

第８条 市長は，この要綱の規定を遵守するよう事業者に対し指導又は勧告するこ

とができる。 

（協定の締結） 

第９条 市長と事業者は，この要綱に基づく協議の結果について，協定を締結する

ものとする。 

（完了届） 

第１０条 事業者は，事業に係る工事が完了したときは，速やかに工事完了届出書

(別記第５号様式)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，工事完了届出書の提出があったときは，完了検査を行うものとする。 

（細部協議） 

第１１条 事業者は，各主管部（課)と事業に係る細部協議を行うものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，必要と認める事項は，市長が別に定め

る。 

http://www2.city.narita.chiba.jp/reiki/int04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST&TID=1&SYSID=1121&FNM=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/00001121_z7000517041407011.html&INF=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/flu_inf_00001121&TAG=Y1#Y1
http://www2.city.narita.chiba.jp/reiki/int04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST&TID=1&SYSID=1121&FNM=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/00001121_z7000517041407011.html&INF=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/flu_inf_00001121&TAG=Y1#Y1
http://www2.city.narita.chiba.jp/reiki/int04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST&TID=1&SYSID=1121&FNM=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/00001121_z7000517041407011.html&INF=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/flu_inf_00001121&TAG=Y2#Y2
http://www2.city.narita.chiba.jp/reiki/int04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST&TID=1&SYSID=1121&FNM=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/00001121_z7000517041407011.html&INF=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/flu_inf_00001121&TAG=B1#B1
http://www2.city.narita.chiba.jp/reiki/int04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST&TID=1&SYSID=1121&FNM=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/00001121_z7000517041407011.html&INF=D:/EFServ/ss00000B46/GUEST/flu_inf_00001121&TAG=Y3#Y3
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附 則 

１ この要綱は，昭和４９年４月１日から施行する。 

２ 施行日現在において関係法令等に基づく許可のないものについてもこの要綱を

適用する。 

附 則(平成２年７月２４日告示第４４号) 

この要綱は，平成２年８月１日から施行する。 

附 則(平成３年６月２７日告示第３３号) 

１ この告示は，平成３年８月１日から施行する。 

２ この告示施行の際，現に改正前の成田市開発行為等指導要綱（以下「旧要綱」

という。）に基づき協議の整った開発及び旧要綱第６条の規定により申出のあっ

た開発については，なお従前の例による。 

附 則(平成５年５月２８日告示第２２号) 

この告示は，平成５年６月２５日から施行する。 

附 則(平成６年６月６日告示第３６号) 

この告示は，平成６年８月１日から施行する。 

附 則(平成９年８月２９日告示第６０号) 

この告示は，平成９年１０月１日から施行する。 

附 則(平成１６年３月３１日告示第２２号) 

この告示は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則(平成１６年９月３０日告示第８１号) 

この告示は，平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則(平成１８年３月２４日告示第２４号) 

この告示は，平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則(平成１９年９月２８日告示第１６３号) 

この告示は，平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則(平成２５年３月２９日告示第５２号) 

この告示は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年５月３１日告示第７８号) 

この告示は，令和３年６月１日から施行する。 

附 則(令和４年６月２１日告示第９０号) 

この告示は，令和４年６月２１日から施行する。 

附 則(令和４年１２月１４日告示第１８４号) 

１ この告示は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の成田市開発行為等指導要綱の規定は，この告示の施行の日以後に申請

される事前協議について適用し，同日前に申請された事前協議については，なお

従前の例による。 
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別表 

整備基準 

１ 道路 

(1) 事業区域内道路（歩行者専用道路を除く）の幅員は，予定建築物の用途及

び敷地の規模等に応じて６メートル以上とする。 

(2) 事業区域内に都市計画決定されている道路又は一般道路の新設又は改良計

画のある場合は，その計画に支障を与えてはならない。 

(3) 事業区域外の既存道路の幅員は，６メートル以上かつ事業区域内道路の幅

員以上を確保するものとする。ただし，小区間で車両通行等に支障を与えない

場合は，事業区域に接しない区間を４メートル以上とする。 

(4) 事業区域外の既存道路からの取付道路の幅員は，事業区域内道路の幅員以

上を確保するものとする。 

(5) 事業に伴う交通量等を考慮し，事業区域外道路(歩行者専用道路及び自転車

道路を含む。)の新設又は改良等必要に応じ事業区域周辺の道路整備をするも

のとする。 

(6) 事業区域内道路は，袋路状としてはならない。ただし，事業区域の形状及

び面積等により，やむを得ないと認めるものについては，この限りでない。 

(7) 道路計画の設計は，道路法(昭和２７年法律第１８０号)に基づく道路の構

造の技術的基準及び法に基づく開発許可の技術基準に適合するものでなければ

ならない。 

２ 公園等 

(1) 事業区域面積が０．３ヘクタール以上の場合は，事業区域面積の５パーセ

ント以上の公園，緑地又は広場(以下「公園等」という。)を確保するものとす

る。ただし，特例区域（成田市国家戦略特別区域法に基づく緑地面積率等に係

る準則を定める条例（令和４年条例第１８号）第３条本文に規定する特例区域

をいい，同条例第５条の規定により同条例第４条の規定が適用される区域を含

む。以下同じ。）については，この限りでない。 

(2) 事業区域内に都市計画決定されている公園等がある場合は，その計画に基

づき施工するものとする。 

(3) 公園等の位置は，市長と協議のうえ決定するものとし，原則として高圧線

下，三角地及び傾斜地を公園の用地としてはならない。 

(4) 公園等の植栽及び遊具等の施設内容は，市長と協議のうえ整備するものと

する。 

(5) 公園等の用地は，原則として本市に帰属するものとする。 

３ 雨水排水 

(1) 事業区域内の雨水排水施設は，放流先の排水能力，利水状況を勘案して，

雨水を有効かつ適切に排水し，その排水によって事業区域及び事業区域周辺に

溢水等による被害を起こさない構造及び能力を有していなければならない。ま

た，公共下水道計画が定められているときは，これに適合していなければなら

ない。 

http://www2.city.narita.chiba.jp/reiki/word/00517001041510011.pdf
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(2) 流末排水路は，事業区域及び事業区域周辺の流出量を勘案し，必要に応じ

て事業区域外の排水可能地点まで整備しなければならない。 

(3) 事業区域面積が１ヘクタール未満の場合において，市長が防災上必要と認

めた場合は，雨水流出抑制施設を設置しなければならない。また，将来におけ

る機能保全及び防災対策等のための維持管理は，事業者が行うものとする。 

(4) 駐車場及び雨水桝等は浸透式の構造とし，事業区域外への雨水流出量の抑

制に努めるものとする。 

４ 汚水排水 

(1) 汚水を公共用水域に放流する場合は，汚水処理施設を設置しなければなら

ない。また，公共下水道計画が定められている場合は，これに適合していなけ

ればならない。 

(2) 汚水処理施設の水質基準は，原則として生物化学的酸素要求量(以下「ＢＯ

Ｄ」という。)又は化学的酸素要求量を１０ミリグラム／リットル以下とし，

浮遊物質量を２０ミリグラム／リットル以下とする。また，浄化槽を設置する

場合は，原則として合併処理浄化槽とし，水質基準は，処理対象人員１００人

以下の施設については，ＢＯＤを２０ミリグラム／リットル以下とし，処理対

象人員１０１人以上の施設については，ＢＯＤを１０ミリグラム／リットル以

下とする。 

(3) 汚水処理施設は，事業者の責任において維持管理し，処理水が水質基準を

超え悪化した場合は，速やかに施設を改善しなければならない。 

５ 消防施設 

(1) 消防水利施設は，消防水利の基準(昭和３９年消防庁告示第７号)に定める

整備基準により設置するものとする。 

(2) 防火水槽は，国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和２９年総理

府告示第４８７号)に定める規格により設置するものとする。 

(3) 消防水利を設置した箇所に消防法施行規則(昭和３６年自治省令第６号)に

より消防水利標識を設置するものとする。 

(4) 事業区域が，消防力の基準(昭和３６年消防庁告示第２号)第２条第１号及

び第２号に定める規模に該当する場合において，周辺の消防力の状況により市

長が必要と認めた場合は，消防庁舎及びその用地並びに消防車両等を整備する

ものとし，整備後の施設等は本市に帰属するものとする。 

(5) 第３条第３号に規定する建築物を建築する場合は，梯子付消防自動車の進

入路及び架梯場所等の構造その他について市長と協議するものとする。 

６ 上水道 

(1) 公営水道事業給水区域において事業を行う場合は，公営水道の給水を受け

るものとする。 

(2) 成田市水道事業の給水を受けようとするときは，給水を受けるに至るまで

の施設等の計画を水道事業管理者と協議のうえ，必要な施設を整備するものと

する。 

(3) 事業者が整備した施設は，原則として水道事業管理者に帰属するものとす

る。 

http://www2.city.narita.chiba.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00001722/H00000001&SYSID=460&FNM=z7000517041510011.html&NAMETAG=J3_K1_G2#J3_K1_G2
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７ 教育施設 

(1) 住宅を目的とする事業で，その計画戸数がおおむね１，０００戸以上とな

る場合は，市長と協議のうえ学校及び公民館等の用地を事業区域内に確保する

ものとする。 

８ 幼稚園，保育所及び児童館 

(1) 住宅を目的とする事業で，その計画戸数がおおむね５００戸以上となる場

合は，市長と協議のうえ幼稚園又は保育所等の用地を事業区域内に確保し，そ

の経営管理については，事業者の責任において措置するものとする。 

(2) 市長が特に必要と認める場合は，事業者は事業区域内に児童館等を設置す

るものとする。 

９ 集会施設 

(1) 住宅を目的とする事業で，その計画戸数がおおむね５０戸以上となる場合

は，市長と協議のうえ集会施設又はその用地を事業区域内に確保するものと

し，管理については事業者の責任において行うものとする。 

(2) 集会施設の規模については，成田市開発行為等の基準に関する条例施行規

則（平成１６年規則第２３号)に定める床面積及び敷地面積とする。 

１０ 駐車場 

(1) 戸建住宅及び共同住宅等の事業にあっては，区域内に計画戸数分以上の駐

車場を確保しなければならない。 

(2) 事業所等の場合は，区域内に事業の内容に応じて必要台数分の駐車場を確

保しなければならない。 

(3) 事業区域の形状及び面積等により，真にやむを得ないと認めるものについ

ては，事業区域周辺に確保するものをこれに充てることができる。 

１１ 交通対策 

(1) 事業の施行に当たっては，工事に伴う土砂及び資材等の搬出入に係る運搬

経路，期間及び時間帯等並びに交通安全対策について，関係機関と協議しなけ

ればならない。 

１２ 街路灯等 

(1) 街路灯又は防犯灯は，市長と協議のうえ設置するものとする。 

(2) 街路灯は，本市に帰属するものとする。 

(3) 防犯灯は，原則として事業者に帰属するものとする。ただし，成田市防犯

灯設置要綱に基づき設置した防犯灯については，本市に帰属するものとする。 

１３ 電柱及び電話柱 

(1) 電柱及び電話柱（以下「電柱等」という。）を設置する場合は，道路敷地

外にその用地を確保するものとし，当該用地は，原則として本市に帰属するも

のとする。 

(2) 電柱等の用地の規模については，成田市開発行為等の基準に関する条例施

行規則に定める面積とする。 

１４ ごみ収集場 

(1) ごみ収集場は，市長と協議のうえ，収集作業に適し，かつ，環境衛生上適

切な場所に設置するものとする。 
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(2) ごみ収集場の用地は，原則として本市に帰属するものとし，維持管理は事

業者又は居住する者が行うものとする。 

(3) ごみ収集場の規模については，成田市開発行為等の基準に関する条例施行

規則に定める面積とする。 

１５ その他の公益施設 

(1) 事業規模に応じて市長が特に必要と認める場合は，警察官派出所，公衆電

話等の公益施設を事業者の責任において整備しなければならない。 

(2) 電気及びガス等の設置については，事業施行前に関係機関と協議しなけれ

ばならない。 

１６ 緑化推進 

(1) 緑化推進のため事業区域の３パーセント以上の面積(公園等を確保した場合

は，その面積を含む。)の植栽を行うものとする。ただし，特例区域について

は，この限りでない。 

(2) 戸建住宅の場合は，各区画に生垣等の植栽を積極的に行うものとする。 

(3) 事業区域面積が０．３ヘクタール以上の場合は，成田市緑化推進指導要綱

（平成９年告示第６１号）に基づき行うものとする。 

１７ 公害対策 

(1) 環境基本法(平成５年法律第９１号)に規定する公害を未然に防止するた

め，市長と協議し，その指示に従わなければならない。 

１８ 電波障害 

(1) 建築物の高さに応じ，電波障害について事業の施行前及び施行後の調査を

行わなければならない。 

(2) 電波障害が生じた場合は，事業者の責任において解決しなければならな

い。 

１９ 日照 

(1) 中高層建築物を建築する場合は，基準法による基準以上の日照時間を確保

するよう努めなければならない。 

(2) 日影図を作成し，日影の影響を受ける者(居住者，土地所有者等をいう。)

に事業施行前に説明しなければならない。 

２０ 農林地の保全 

(1) 農振農用地等の優良な農地にあっては，その保全に努めなければならな

い。 

(2) 事業区域内に優れた樹林地，指定樹木等がある場合は，市長と協議のうえ

所在区域を整備し保全しなければならない。 

(3) 灌漑かんがい用水源に影響を与えるおそれのある場合は，その水源の確保に努

めなければならない。 

２１ 文化財保護 

(1) 事業の施行に当たっては，あらかじめ事業区域内における埋蔵文化財及び

その他の文化財(建造物，民俗資料及び天然記念物等をいう。)の有無の確認を

受けなければならない。また，発掘調査等に要する経費は，事業者の負担とす

る。 

javascript:void%20window.open('Li05_Hon_Link_Frame.exe?PAGE=0&UTDIR=D://EFServ//ss00001722//H00000001&SYSID=462&FNM=z7000519041510011.html&NAMETAG=top','_blank')
javascript:void%20window.open('Li05_Hon_Link_Frame.exe?PAGE=0&UTDIR=D://EFServ//ss00001722//H00000001&SYSID=462&FNM=z7000519041510011.html&NAMETAG=top','_blank')
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(2) 工事中埋蔵文化財を発見した場合は，工事を中止し，その取扱いについて

教育委員会と協議し，指示を受けなければならない。 

２２ 水資源の保護 

(1) 揚水施設による地下水採取は，他に水源を確保することができない場合に

限るものとし，千葉県環境保全条例(平成７年千葉県条例第３号)の規定による

許可を得なければならない。 

(2) 地下水の採取によりその周辺に地盤沈下及び水位の低下等の影響が生じた

場合は，市長の指示に従い事業者の責任において解決しなければならない。 

(3) 事業の施行に当たっては，水資源の保護に十分留意するとともに，飲料水

以外の水についてはその再利用に努めるものとする。 

２３ 最低宅地面積の制限 

(1) 建売分譲又は宅地分譲における一区画の面積は，市街化区域にあっては１

５０平方メートル以上，市街化調整区域にあっては１６５平方メートル以上，

区域区分が定められていない都市計画区域にあっては１８０平方メートルとす

る。 

２４ 福祉のまちづくり 

(1) 千葉県福祉のまちづくり条例(平成８年千葉県条例第１号)に基づき高齢者

及び障害者等が安全，かつ，快適に利用できるよう整備に努めるものとする。 
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別 記 

第１号様式 

 

事 前 協 議 申 請 書 

 

   年  月  日 

 

（あて先）成田市長 

 

 

住 所 

申請者 

氏 名 

 

 

下記事業について，別添書類を添えて協議します。 

 

記 

１ 事 業 の 目 的 

 

２ 事業区域の所在 

 

３ 事業区域の面積               ㎡（実測） 
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第２号様式 

計 画 概 要 書 

１ 事 業 者 

住 所 

氏 名 

連絡先    （   ）      

２ 設 計 者 

住 所 

氏 名 

連絡先    （   ）     担当者： 

３ 工 事 施 行 者 

住 所 

氏 名 

連絡先    （   ）     担当者： 

４ 事業区域の所在 

 

 

 

 

５ 事業区域の面積 
公簿            ㎡ （内農地           ㎡） 

実測            ㎡ 

６ 
都市計画法に基づ

く開発行為の有無 

有 
無 

（建築行為のみ） [都市計画法第３２条第２項の規定による協議の有無] 

有 ・ 無 

７ 都市計画制限等 

［区域区分］（用途地域）（建蔽率／容積率） 

 

 

 

 

［その他］ 

 

 

 

 

８ 予定建築物の概要 

［用途］ 

 

［規模］ 

 

［自己用／非自己用］ 

 

［敷地面積］ 

㎡ 

［建築面積］ 

㎡ 

［延べ面積］ 

㎡ 

［構造］ 

造 

［階数］ 

階 

［高さ］ 

ｍ 

９ 区 画 ・ 人 口  



11 

１０ 道 路 

 

 

 

 

１１ 雨 水 排 水 

 

［調整方法］ 

 

［容量］ 

       m3 

１２ 汚 水 排 水  

１３ 消 防 水 利  

１４ 上 水 道  

１５ 駐 車 場  

１６ 交 通 対 策  

１７ ご み 処 理 対 策  

１８ 公 園 ・ 緑 地  ㎡ ％ 

１９ 敷 地 内 緑 地  ㎡ ％ 

２０ 公 害 対 策  

２１ 電 波 障 害  

２２ 日 照  

２３ 文 化 財 保 護  

２４ そ の 他  
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第３号様式 

 

事 前 協 議 変 更 申 請 書 

 

年  月  日 

 

（あて先）成田市長 

 

 

住 所 

申請者 

氏 名 

 

 

下記事業について，別添書類を添えて協議します。 

 

記 

１ 事 業 の 目 的 

 

２ 事業区域の所在 

 

３ 事業区域の面積               ㎡（実測） 

 

４ 変更内容（理由） 
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第４号様式 

 

 

事 前 公 開 板 

 

 

 

８０ｃｍ以上   

  

事前公開板   

６０ｃｍ

以上 

  

事 業 区 域 の 所 在  

事 業 区 域 の 面 積               ㎡（実測） 

予定建築物の用途，概要等  

工 事 予 定 期 間   年  月  日～    年  月  日 

事 業 者 

住 所 

氏 名 

連絡先 

設 計 者 

住 所 

氏 名 

連絡先 

工 事 施 行 者 

住 所 

氏 名 

連絡先 

事前公開板設置年月日        年  月  日 
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第５号様式 

 

工 事 完 了 届 出 書 

 

   年  月  日 

 

（あて先）成田市長 

 

 

住 所              

事業者                 

氏 名              

 

 

事前協議に係る工事（協定締結日    年  月  日）が下記のとおり完了しましたので，

届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事完了年月日          年   月   日 

 

２ 工事を完了した区域 

 

３ 添付図書        （１）位置図 

              （２）計画平面図（土地利用計画図） 

              （３）排水関係図 

              （４）写真 
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令和８年４月版 

 

 

 

 

 

 

 

資  料 
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１ 事前協議のフロー 

 市 事業者  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事前相談書の提出 

（資料第１号様式） 

都市計画課での 

審査・回答 

各種申請の手続き 

事前公開板の設置 

（第４号様式） 

事前協議申請書の提出 

（第１号様式） 

関係各課への意見照会 

各種申請の手続き 

（事前協議を要しない場合） 

（事前協議を要する場合） 

関係各課との事前調整 

開発指導審査会の開催 

（用途・規模等による） 
審査会に出席 

指摘事項の通知 

報告書の提出 

（資料第３号様式） 

協定書の締結（法第 32条第2項による協議完了） 

変更が生じた場合は、必要に応じて変更協議 

（第３号様式） 

工事完了届出書の提出 

（第５号様式） 

事前公開板の撤去 

完了検査の実施 

※事前協議を要することが明ら 

かな場合は、事前協議の手続 

から行う 

※以降の事前協議の手続は不要 

事前相談の手続 

事前協議の手続 

※法32条第2項の必要書類添付 

協議先はP.22～P.23を参照 

申請書類（正副2部，電子データ1部）を都市

計画課に提出 

書類の作成方法はP.19～P.20を参照 

事業区域の面積が１ｈａ未満の場合など，審査

会を招集する必要のない事業については，書類

審査（事務局処理）のみとなります。 

審査会開催時は，事業者（申請者，設計者及び

工事施行者等）の出席をお願いします。 

通知された指摘事項に対する関係各課との協議

結果を報告書（正副2部）にまとめ，都市計画

課に提出 

協定書(正副2部)に押印し，報告書の電子デー

タ1部と共に都市計画課に提出 

都市計画法による許可等申請（第29条第1項に

よる許可申請以外） 

盛土規制法による許可申請（千葉県へ） 

建築基準法による確認申請 

道路法，下水道法等による各種申請の協議先は

P.22～P.23を参照 

都市計画法第29条第1項による許可申請 

その他「事前相談の手続」の各種手続きと同様 

申請書類（正副2部，電子データ1部）を都市

計画課へ提出 

書類の作成方法はP.19～P.20を参照 

届出書類（正副2部，関係各課の完了検査等状

況）を都市計画課に提出 

書類の作成方法はP.21を参照 

※完了検査日は届出書類受付から1週間及び関

係各課の検査日以降で日程調整となります。 

相談書類（正副2部）を都市計画課へ提出 

書類の作成方法はP.18を参照 

完了検査後に竣工書類（電子データ1部）と共

に都市計画課に提出 

※事業内容，

事業区域面

積，事業者

側の補正期

間によっ

て，変動し

ますのでご

留意くださ

い。 

概
ね
３
～
４
か
月
程
度
（
※
） 
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１－１ 事前相談の手続 

 建築物の建築又は特定工作物の建設を行う場合は，都市計画法第２９条第１項による許可が必要

となる場合があります。また許可が不要となる場合においても，本要綱による事前協議が必要とな

る場合があります。 

上記の必要な手続きの要否を判断するために，事業区域の面積が下記の面積規模のものは，事前

相談の手続を行ってください（自己の居住の用に供するもの，農林漁業用建築物及び既存適法建築

物の増改築を除く）。 

事前相談の手続に必要な書類は，２－１事前相談図書一覧（チェックリスト）P.18を参照してく

ださい。 

区域区分 面積規模 

市街化区域 500平方メートル以上 

市街化調整区域 面積要件なし 

区域区分が定められていない都市計画区域 1,000平方メートル以上 

 なお、事前協議が必要となることが明らかな場合は、事前協議の手続（関係各課との事前調整）

から行ってください。 

 

１－２ 事前協議の手続 

  成田市開発行為等指導要綱第３条の各号（下記参照）のいずれかに該当する場合，市との事前協

議が必要となります。 

 （適用対象） 

第３条 この要綱は，次の各号のいずれかに該当する事業（自己の居住の用に供するものを除く。

以下同じ。）について適用する。 

(1) 法第２９条第１項の規定による許可を必要とするもの 

(2) 法第２９条第１項第３号に規定するもので，かつ，市長が必要と認めるもの 

(3) 基準法に基づく建築物で高さ１０メートルを超え，かつ，延べ面積が５００平方

メートル以上のもの 

(4) 集合住宅等の建築物で計画戸数（室数）が２０戸以上のもの 

(5) 増改築又は敷地の拡張により前各号に該当することとなるもの 

(6) 同一事業者が一定区域について数回行う事業が第１号，第３号又は第４号の規定

に該当するもの 

(7) 複数の事業者が行う一団の事業について，それが共同事業と認められる事業が第

１号，第３号又は第４号の規定に該当するもの 

(8) 本市周辺において行う前各号のいずれかに該当する事業で，本市の区域にある公

共施設及び公益施設に特に影響を与えるもの 

(9) 前各号のいずれにも該当しない事業で，市長が特に認めるもの 

（要綱より抜粋） 
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２ 各種チェックリスト 

２－１ 事前相談図書一覧（チェックリスト） 

添付書類 
成田市 

ﾁｪｯｸ欄 
摘 要 欄 

申請者 

ﾁｪｯｸ欄 

① 事 前 相 談 書  資料第1号様式（P.26参照）  

② 土地の登記事項証明書  ・開発区域に含まれる土地及び当該開発行為の工事に関する土地 

・正本には原本添付，現状が確認できる最新のもの 

 

③ 公 図 の 写 し  縮尺1/500以上（1/600） 

・事業区域及び隣接地の地番を表示し，区域の境界を明示したものに各権

利者を記載 

・コピーの場合，調査日及び調査者の氏名を記載 

・現状が確認できる最新のもの 

 

④ 区 域 図  1/2500地形図 

・縮尺，区域及び方位を記載 

 

⑤ 現 況 図  縮尺 1/2500 以上 

・既存建築物がある場合は明示 

・地形，事業区域の境界，地盤高，事業区域内及び事業区域の周辺の

公共施設等を記載 

・接する道路名称及び建築基準法上の位置付けを記載 

 

⑥ 求 積 図  縮尺1/500以上 

・周長を記載 

 

⑦ 土 地 利 用 計 画 図  縮尺 1/1000 以上 

・事業区域の境界を朱線，事業区域の計画高，公共施設（道路，公園

等）の位置及び形状，擁壁等，予定建築物の敷地の形状，公益的施

設（ごみ収集場，電柱用地，集会施設，駐車場）及び緑地の位置等

を記載 

・境界線名及び周長を記載 

・予定建築物に関しては，配置のみを記載（配置寸法は記載不要） 

・接する道路名称，幅員，建築基準法上の位置付けを記載 

・擁壁等に関しては，審査対象擁壁の有無を明示し，事業区域内及び

隣接地の擁壁等を既設又は新設に分けて記載 

 

⑧ 造 成 計 画 平 面 図  縮尺1/1000以上 

・事業区域の境界，切土又は盛土をする土地の部分，がけ又は擁壁等の位置

並びに道路の位置，形状，幅員及び勾配，宅地造成前後の地盤高，面積，

を記載 

・切土・盛土は色分けすること（断面図共） 

・宅地造成前後の地盤高は，断面図と整合させること 

・擁壁等に関しては，審査対象擁壁の有無を明示し，事業区域内及び

隣接地の擁壁等を既設又は新設に分けて記載（断面図共） 

 

⑨ 造 成 計 画 断 面 図  縮尺1/1000以上 

・切土又は盛土をする前後の地盤高を記載 

・断面箇所は造成平面図に記入すること 

 

⑩ そ の 他  ・30cm以上の切土又は盛土区域の求積図 

・現況写真（2方向以上、写真撮影場所、方向が分かる図面を添付） 

・その他適宜指示されたもの 

 

[必要部数等] 

・正本・副本 計２部 

※正本にはチェックリストを添付する。 

※原則として，提出書類はＡ４サイズのファイル綴りとし，図面はＡ３サイズで作成し片袖折りで提出する。 
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２－２ 事前協議申請図書一覧（チェックリスト） 

添付書類 
成田市 

ﾁｪｯｸ欄 
摘 要 欄 

※設計図面には，設計者の氏名を記載すること 

申請者 

ﾁｪｯｸ欄 

① 事 前 協 議 申 請 書 

事前協議変更申請書 

 第 1号様式（P.9参照） 

第 3号様式（P.12参照）※変更協議の場合 

 

② 委 任 状  ・申請者以外の者が申請を代行する場合に添付 

・正本には申請者が押印したものを添付 

 

③ 計 画 概 要 書  第 2号様式（P.10～P.11参照）  

④ 設 計 説 明 書  資料第2号様式（細則別記第1号様式）（P.27～P.28参照） 

・都市計画法第29条第1項による開発行為の許可を要する場合に添付 

 

⑤ 住 民 票 等  ・法人の場合：法人の登記事項証明書 

・個人の場合：住民票 

・正本には原本添付，現状が確認できる最新のもの 

 

⑥ 土地の登記事項証明書  ・開発区域に含まれる土地及び当該開発行為の工事に関する土地 

・正本には原本添付，現状が確認できる最新のもの 

 

⑦ 位 置 図  1/25000都市計画図もしくは1/10000地形図 

・縮尺，位置及び方位を記載 

 

⑧ 区 域 図  1/2500地形図 

・縮尺，区域及び方位を記載 

 

⑨ 公 図 の 写 し  縮尺1/500以上（1/600） 

・事業区域及び隣接地の地番を表示し，区域の境界を明示したものに各権利

者を記載 

・コピーの場合，調査日及び調査者の氏名を記載 

・現状が確認できる最新のもの 

 

⑩ 現 況 図  縮尺 1/2500 以上 

・既存建築物がある場合は明示 

・地形，事業区域の境界，地盤高，事業区域内及び事業区域の周辺の公

共施設等を記載 

・接する道路名称及び建築基準法上の位置付けを記載 

 

⑪ 求 積 図  縮尺1/500以上 

・境界杭の種類及び周長を記載 

 

⑫ 土 地 利 用 計 画 図  縮尺 1/1000 以上 

・事業区域の境界を朱線，事業区域の計画高，公共施設（道路，公園

等）の位置及び形状，擁壁等，予定建築物の敷地の形状，公益的施

設（ごみ収集場，電柱用地，集会施設，駐車場）及び緑地の位置等

を記載 

・境界線名，境界杭の種類及び周長を記載 

・予定建築物に関しては，配置のみを記載（配置寸法は記載不要） 

・接する道路名称，幅員，建築基準法上の位置付けを記載 

・擁壁等に関しては，審査対象擁壁の有無を明示し，事業区域内及び

隣接地の擁壁等を既設又は新設に分けて記載 

 

⑬ 造 成 計 画 平 面 図  縮尺1/1000以上 

・事業区域の境界，切土又は盛土をする土地の部分，がけ又は擁壁等の位置並

びに道路の位置，形状，幅員及び勾配，宅地造成前後の地盤高，面積，外部

搬入の有無，搬入土の種類（採取土又は残土）を記載 

・切土・盛土は色分けすること（断面図共） 

・宅地造成前後の地盤高は，断面図と整合させること 

・擁壁等に関しては，審査対象擁壁の有無を明示し，事業区域内及び隣

接地の擁壁等を既設又は新設に分けて記載（断面図共） 

 

⑭ 造 成 計 画 断 面 図  縮尺1/1000以上  
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・切土又は盛土をする前後の地盤高を記載 

・断面箇所は造成平面図に記入すること 

⑮ 道 路 縦 横 断 図  縮尺任意 

・各路線ごとの断面を示すもの，また，横断図については各幅員ごとの標準断

面を示したもの 

 

⑯ 排水施設計画平面図  縮尺1/500以上 

・排水，給水まとめて図示可 

・給排水施設，雨水流出抑制施設，区域外の給排水経路，管種，管径，流下

方向を系統別に色分けして記載 

・給排水施設，雨水流出抑制施設に関しては，既設又は新設に区別して記載 

 

⑰ 給水施設計画平面図   

⑱ 排 水 関 係 縦 断 図  縮尺1/500以上 

・公共下水道（汚水・雨水）本管を計画する場合に提出 

・各排水系統毎の縦断を示すもので，マンホールの位置，勾配，計画高，土

被り等を示したもの 

 

⑲ が け の 断 面 図  縮尺1/50以上  

⑳ 擁 壁 の 断 面 図  縮尺1/50以上 

透水層，水抜き，根入れ寸法 

 

㉑ 消 防 水 利 図 

消防水利の構造図 

 縮尺1/1000以上（構造図は1/50以上） 

・消防水利の種類別に位置及び包括距離を表示したもの 

 

㉒ 

 

各 種 構 造 図  縮尺1/50以上 

・排水施設，給水施設，道路，ごみ収集場等の各構造を図示したもので，寸

法，材料等を記入すること 

 

㉓ 緑 地 計 画 図 

  求 積 図 

 ・求積図には周長を記載  

㉔ 建 物 の 平 面 図 

   立 面 図 

   求 積 図 

 ・立面図には建築物の最高高さを記載 

・建築物が複数ある場合，全ての棟を添付 

 

㉕ そ の 他  ・現況写真（2方向以上、写真撮影場所、方向が分かる図面を添付） 

・事前公開板の設置状況写真（遠景及び近景） 

・道路等の境界の確定できる図書 

・連たん図（法34条11号の場合） 

・擁壁の構造計算書（現地に設置する構造のもの） 

・崖面の安定計算書 

・水理計算書 

・その他適宜指示されたもの 

 

[必要部数等] 

・正本・副本 計２部 

・電子データ（ＣＤ媒体） １部 

※正本にはチェックリストを添付する。 

※原則として，提出書類はＡ４サイズのファイル綴りとし，図面はＡ３サイズで作成し片袖折りで提出する。 

※電子データは，ＰＤＦ形式とし，上記の添付書類の名称と同じファイル名で作成し格納する。 

※報告書の提出の際に修正・追加等のあった添付書類は，あらためて電子データを提出すること。 

※変更協議の場合，申請書以外は変更が生じる図書のみを添付する。なお，変更後の図書は，余白に「変更後」と明示

し，変更内容を赤字又は赤囲み等で判別できるように記載する。 



21 

 

 

関係各課の完了検査等状況 

項 目 担 当 部 署 帰属の有無 許 可 等 

年 月 日 

完了届等提出 

(報告 )年月日 

検査（確認） 

年 月 日 

指摘事項 

の 有 無 

指摘事項是正 

年 月 日 用 地 施 設 

道路法 32 条 道 路 管 理 課   R  .  .   R  .  .     R  .  .   

県 成 田 土 木   R  .  .   R  .  .     R  .  .   

道路法 24 条 道 路 管 理 課   R  .  .   R  .  .     R  .  .   

県 成 田 土 木   R  .  .   R  .  .     R  .  .   

開 発 道 路 道 路 管 理 課    R  .  .   R  .  .    R  .  .   

上 水 道 工 務 課   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

県 企 業 局   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

下水道法 16 条 下 水 道 課   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

下水道法 24 条 下 水 道 課   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

ご み 収 集 場 クリーン推進課    R  .  .   R  .  .    R  .  .   

消 防 施 設 警 防 課    R  .  .   R  .  .    R  .  .   

交通安全施設 交 通 防 犯 課   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

防 犯 灯   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

集 会 施 設 市 民 協 働 課    R  .  .   R  .  .    R  .  .   

公 園 ・ 緑 地 公 園 緑 地 課    R  .  .   R  .  .    R  .  .   

敷 地 内 緑 地 

（緑化協定） 

  R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

土 質 条 例 環 境 対 策 課   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

盛 土 規 制 法 印旛地域振興事務所   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

県宅地安全課   R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

そ の 他    R  .  .   R  .  .   R  .  .    R  .  .   

 

２－３ 工事完了届出図書一覧（チェックリスト） 

添付書類 
成田市 

ﾁｪｯｸ欄 
摘 要 欄 

※設計図面には，設計者の氏名を記載すること 

申請者 

ﾁｪｯｸ欄 

① 工 事 完 了 届 出 書  第 5号様式（P.14参照）  

② 区 域 図  1/2500地形図 

・縮尺，区域及び方位を記載 

 

③ 求 積 図  縮尺1/500以上 

・境界杭の種類及び周長を記載 

 

④ 土 地 利 用 計 画 図  縮尺 1/1000 以上 

・２－２ 事前協議申請図書一覧（チェックリスト）と同様 

 

⑤ 排水施設計画平面図  縮尺1/500以上 

・２－２ 事前協議申請図書一覧（チェックリスト）と同様 

 

⑥ 工 事 写 真  ・事前協議のみの場合，工事着手前及び完成写真（全景が分かるもの），地

下貯留槽の出来形（縦、横、高さ）が確認できる写真 

・都市計画法第29条第1項による開発行為の許可を要する場合，都市計画法

第 36条第1項による工事完了届出書チェックリスト参照 

 

⑦ そ の 他  ・上記図書は，竣工図として作成すること 

・その他適宜指示されたもの 

 

[必要部数等] 

・正本・副本 計２部 

・電子データ（ＣＤ媒体） １部 

※正本にはチェックリストを添付する。 

※原則として，提出書類はＡ４サイズのファイル綴りとし，図面はＡ３サイズで作成し片袖折りで提出する。 

※電子データは，ＰＤＦ形式とし，上記の添付書類の名称と同じファイル名で作成し格納する。 
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３ 市関係各課の協議先一覧 

担当課 場所 主な協議内容 

都

市

部 

都 市 計 画 課 市役所

行政棟

５階 

・開発行為等指導要綱に関すること 

・都市計画法に基づく開発行為の許可等に関すること 

・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成工事のみなし許可等に関すること 

・用途地域，地区計画，都市施設及び路外駐車場の届出等に関すること 

・国土利用計画法，公有地の拡大の推進に関する法律及び都市再生特別措置法に基づく届

出に関すること 

市街地整備課 市役所

行政棟

５階 

・都市計画道路等の整備に関すること 

・土地区画整理事業に関すること 

公 園 緑 地 課 市役所

行政棟

５階 

・緑化推進指導要綱，生産緑地法，屋外広告物法及び景観法及び成田市景観条例に関する

こと 

・公園及び緑地等の整備に関すること（帰属する公共施設がある場合） 

土

木

部 

土 木 課 市役所

行政棟

５階 

・市道の整備に関すること 

・市管理の河川に関すること 

・急傾斜地崩壊危険区域に関すること 

道 路 管 理 課 市役所

行政棟

５階 

・市道及び法定外公共物の境界確定，施行承認，占用許可及び運行許可等に関すること 

・交通安全施設（交通防犯課所掌の施設を除く。）の設置，維持及び管理に関すること 

・道路，電柱用地等の整備に関すること（帰属する公共施設がある場合） 

・雨水流出抑制に関すること（公共下水道区域外） 

建 築 住 宅 課 市役所

行政棟

５階 

・建築基準法に関すること 

・建築基準法に基づく道路に関すること 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出等に関すること 

・千葉県建築基準法施行条例に基づく認定に関すること 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定等に関すること 

・高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定等に関すること 

・千葉県福祉のまちづくり条例に基づく届出の受理等に関すること 

・建築協定，中高層建築物事前公開等指導指針及び葬祭場等の設置等に関する指導要綱に

関すること 

下 水 道 課 市役所

行政棟

５階 

・下水道事業受益者負担金に関すること 

・公共下水道への取付けの許可に関すること 

・公共下水道の整備に関すること 

・雨水流出抑制に関すること（公共下水道区域内） 

・農業集落排水施設の整備及び維持管理に関すること 

水

道

部 

工 務 課 山口２

９３番

地１ 

・給配水管の整備等に関すること 

総

務

部 

管 財 課 市役所

行政棟

４階 

・市有財産の管理及び登記に関すること 

・市有財産の処分及び貸借に関すること 

空

港

部 

空港地域振興課 市役所

行政棟

３階 

・特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に基づく航空機騒音障害防止特別地区内におけ

る建築物の建築の許可に関すること 

市

民

生

活

部 

市 民 協 働 課 市役所

行政棟

２階 

・区，自治会，町内会等に関すること 

・集会施設用地の確保に関すること（住宅を目的とする事業で，その計画戸数が概ね50戸

以上となる場合） 

交 通 防 犯 課 市役所

行政棟

２階 

・自転車駐車場及び自転車等の放置防止に関すること 

・違法駐車等の防止に関すること 

・交通安全施設（道路管理課所掌の施設を除く。）の設置，維持及び管理に関すること 

・防犯灯の設置，維持及び管理に関すること 
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環

境

部 

環 境 対 策 課 市役所

行政棟

５階 

・土砂等による土地の埋立て及び盛土の土質に関すること 

・産業廃棄物処理施設の設置に伴う事前協議に関すること 

・特定施設及び特定建設作業等の届出に関すること 

・井戸（一定規模以上のものに限る）の設置に関すること 

クリーン推進課 市役所

行政棟

５階 

・ごみ処理に関すること 

・ごみ収集場に関すること 

環 境 衛 生 課 市役所

行政棟

２階 

・合併処理浄化槽の設置，維持管理等に関すること 

・専用水道，簡易専用水道及び小規模水道等に関すること 

こ

ど

も

未

来

部 

こども政策課 市役所

行政棟

２階 

・保育所用地の確保に関すること（住宅を目的とする事業で，その計画戸数が概ね500戸

以上となる場合） 

経

済

部 

商工振興企業立地課 市役所

行政棟

４階 

・大規模小売店舗立地法及び工場立地法に関すること 

農 政 課 市役所

行政棟

４階 

・農業振興地域，土地改良区に関すること 

・森林伐採に関すること 

教

育

部 

教 育 総 務 課 市役所

行政棟

５階 

・学校用地の確保に関すること（住宅を目的とする事業で，その計画戸数が概ね1,000戸

以上となる場合） 

教 育 指 導 課 市役所

行政棟

５階 

・通学路の交通安全対策に関すること 

学 務 課 市役所

行政棟

５階 

・通学区域の設定及び変更に関すること 

生 涯 学 習 課 市役所

行政棟

５階 

・埋蔵文化財の保護及び管理に関すること 

公 民 館 赤坂１

丁目１

番地３ 

・公民館用地の確保に関すること（住宅を目的とする事業で，その計画戸数が概ね1,000

戸以上となる場合） 

農業委員会事務局 

市役所

行政棟

４階 

・農地法に基づく転用許可等に関すること 

消

防

本

部 

警 防 課 市役所

行政棟

地下１

階 

・消防水利及び消防活動用地等に関すること 

※上記以外の関係課又は機関との協議を要する場合があります。 

※水道について、成田ニュータウン区域内は千葉県企業局の供給区域となります。 
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４ 整備基準（補足） 

 

≪車両乗り入れ部の設置基準≫ 

１．車両乗入れ部は，自動車の利用状況に応じて次の基準により設置すること。また，大型車両進入等で基

準に該当しない車両乗入れ部を要することになった場合は，軌跡図等にてその根拠を示し，道路管理者

と協議すること。 

表－１ 車両乗入れ部設置基準 

区 分 
車 種 別 区 分 

切 下 幅 総 幅 員 
総 重 量 車 種 幅 長 さ 

Ａ 0～1ｔ 軽自動車 1.3ｍ未満 3.0ｍ未満 1.8ｍ 9.8ｍ以下 

Ｂ 1～4.5ｔ 乗用車・小型ﾄﾗｯｸ 1.3～2.5ｍ未満 3.0～5.0ｍ未満 3.6ｍ 11.6ｍ以下 

Ｃ 〃 〃 〃 〃 4.8ｍ 12.8ｍ以下 

Ｄ 4.5ｔ以上 普通貨物・ﾄﾗｯｸ等 2.0～2.5ｍ未満 7.5ｍ未満 6.0ｍ 14.0ｍ以下 

Ｅ 4.5ｔ以上 〃 〃 10.0ｍ未満 7.2ｍ 15.2ｍ以下 

Ｆ 〃 〃 〃 12.0ｍ未満 9.0ｍ 17.0ｍ以下 

※区分Ｃは，一般住宅で２台以上の駐車場が並列である場合のみ該当する。 

２．車両乗入れ部の設置については，１計画につき，原則１か所のみとすること。ただし，ガソリンスタ

ンド及びドライブイン等で特に必要性が認められる場合については，２か所とすること。 

 

≪駐車場の整備基準≫ 

１．駐車場の必要台数は，戸建住宅及び共同住宅等の場合は，区域内に戸数分以上を確保すること。 

２．原則として，道路に沿って複数駐車場を設置する計画（鍵盤状）とならないこと。 

 

≪雨水流出抑制施設の取扱基準≫ 

事業区域面積が１ｈａ以上の場合は「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策

定の手引」により雨水流出抑制施設を確保しなければならない。 

なお，整備基準３ 雨水排水（３）の規定により事業区域面積が１ｈａ未満の場合において，市長

が防災上必要と認めた場合に設置しなければならない雨水流出抑制施設は，下記１.～６.の基準に

よる。 

ただし，事業区域面積が１ｈａ未満であっても後背地に集水区域があり，その面積を含め１ｈａ以

上となる場合は「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引」により雨水流出抑

制施設を確保しなければならない。 

記 

 

１. 事業区域面積が５００㎡以上の場合は，雨水流出抑制施設を設置しなければならない。 

  ただし，事業区域が市街地開発事業等の行われた区域に存する場合は，この限りでない。 

２. 必要調整容量は，１，０００㎡当たり２２．３㎥とする。 

  ただし，浸透処理のみとする場合は１，０００㎡当たり４４．６㎥とする。 

３. 吐口（オリフィス）の径は，次表のとおりとする。 
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     表－２ 吐口（オリフィス）径表 

排水面積 オリフィスの径 

２，０００㎡以下  φ６５ｍｍ  

３，０００㎡以下  φ７５ｍｍ  

５，０００㎡以下  φ１００ｍｍ  

７，０００㎡以下  φ１２５ｍｍ  

１０，０００㎡未満  φ１５０ｍｍ  

４. 上記によらず，排水接続先の施設管理者から調整容量等を指示された場合は，その調整 

  容量等とする。（雨水計算書を添付すること。） 

５．オンサイト貯留施設を設置する場合は，貯留限界水深を駐車場は１０ｃｍ以下，そ  

  の他は３０ｃｍ以下とする。 

６．雨水貯留槽を設置する場合は，空隙率が確認できるカタログ等の資料を添付。 
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５ 資料様式 

資料第１号様式 

提出日     年  月  日 

事 前 相 談 書 

事業者 住 所                             

    氏 名                             

    連絡先                             

代理人 住 所                             

    氏 名                             

    連絡先                             

１ 事業区域の所在 

 

※右欄について必ず記

入してください。 

成田市                                  

                                     

□市街化区域（用途地域              ） □市街化調整区域 

□区域区分非設定（用途地域              ） 

□土地区画整理事業施行区域 □都市計画法第 29条第1項による開発許可 

□旧宅地造成等規制法第 8条第1項の規定による工事の許可 

□宅地造成及び特定盛土等規制法第 12条第 1項の規定による工事の許可 

２ 事業区域の面積 公簿            ㎡ （内農地           ㎡） 

実測            ㎡ 

３ 予定建築物の概要 

種別 

□宅地造成（区画数    区画） 

□共同（長屋）住宅（階数  階  戸数   戸） 

□その他（                           ） 

規模 延べ面積        ㎡  最高高さ          ｍ 

４ （１）区画道路の新設 □無 □有 幅員   ｍ 延長   ｍ 

判
定
欄
（
記
入
不
要
） 

区画の変更 

□有 

□無 

（２）公共施設の改良等 □無 □有 □道路拡幅 □付け替え（       用地） 

   □その他（                ） 

（３）公共施設の廃止 □無 □有（                     ） 

（４）造成行為等 □無 □有 □盛土（高さ    ｍ） □切土（高さ    ｍ） 

□盛土及び切土（合計高さ    ｍ） 

   □30cm以上の切土又は盛土（面積     ㎡） 

□擁壁築造（高さ    ｍ） 

※高さについては、最大値を記載 

形の変更 

□有 

□無 

（５）土地の地目 □無 □有 農地法による転用許可（届出） 質の変更 

□有 

□無 

５ 添付図書 □土地の登記事項証明書 □公図 □区域図 □現況図 □求積図 

□土地利用計画図 □造成計画図（平面図・断面図） □その他必要な図書 

 上記、太枠内を記載してください 

判定欄（記入不要） 審査日     年  月  日 

成田市開発行為等指導要綱第 4条の規定による事前協議申請 □必要とする □必要としない 

都市計画法第29条第 1項の規定による開発許可 □必要とする □必要としない 

助言指導 
 

 

受理印 
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資料第２号様式（細則別記第１号様式） 

設計説明書 

その１ 設計の概要 

１
設
計
の
方
針 

  

(

地
目
別
概
況) 

２
土
地
の
現
況 

区 分 宅 地 農 地 山 林 そ の 他 計 

面 積           

比 率           

３
土
地
利
用
計
画 

区 分 宅 地 公 共 用 地 未 利 用 地 そ の 他 計 

面 積           

比 率           

４
公
共
施
設
整
備
計
画 

区 分 道 路 敷 地 
水 路 及 び

下水道敷地 

公 園 及 び

緑地等用地 

消 防 用 貯

水施設用地 

ごみ収集場

用 地 
そ の 他 

面 積             

比 率             

都 市 計 画

街 路 
  

そ の 他 の 

都市計画施設 
  

５
計
画
内
容 

  

６
摘

要 

  

備考 
 1 面積は平方メートル，比率はパーセントを単位とする。 
 2 1欄には，造成計画及び公共施設整備計画の詳細を記載すること。 
 3 4欄の比率は，3欄の面積の合計に対する各公共施設の敷地面積の比率とする。 
 4 5欄には，開発行為により設置される建築物又は特定工作物の計画内容等を記載すること。 
 5 6欄には，開発行為により設置される公益施設(学校，保育所，幼稚園，官公庁施設，購買施設，医

療施設)の用地の面積等を記載すること。 
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その２ 公共施設の管理者等に関する事項 

種 類 番 号 

概 要 
施 設

の管理者 

用 地

の 帰 属 
摘 要 

幅員・寸法 延 長(m) 面 積(m2) 

                

備考 

 1 番号は，施設の種類別に付すこと。 

 2 公共施設の次に公益施設を記載すること。 

 3 公共施設の摘要には，(新設)，(付け替え)，(拡幅)の別を記載し，新設以外の場合は，従前の施設
の概要及び管理者を記載すること。 
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資料第３号様式 

 

   年   月   日 

 

（あて先）成田市開発行為等指導審査会長 

 

 

住 所 

申請者 

氏 名 

 

 

報 告 書 

 

 

成田市開発行為等指導審査会（第  回） 
で指摘された事項について，別紙の 

令和  年  月  日付成開事第  号 

とおり報告します。 

 

添付図書 
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指   摘   事   項 回          答 
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６ 記載例 

第１号様式 

事 前 協 議 申 請 書 留意事項 
令和〇〇年〇〇月〇〇日  

（あて先）成田市長  

  住 所 千葉県成田市花崎町○○○番地 

申請者 

氏 名 ○○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

･個人の場合，住民票を基に記載 

･法人の場合，法人の登記事項証明

書を基に代表者名も記載 

下記事業について，別添書類を添えて協議します。  

記  

１ 事 業 の 目 的 専用住宅（２５区画）の宅地造成 ･宅地分譲の場合，予定建築物の用

途及び区画数を記載（例:専用住

宅（○区画）の宅地造成） 

･集合住宅の場合，予定建築物の用

途，棟数及び戸数を記載（例:共同

住宅（〇棟〇戸）の新築） 

･その他の場合，予定建築物等の用

途を記載（例:店舗（コンビニエン

スストア）の新築） 

･予定建築物の用途は，原則として

建築基準法による用途を記載 

２ 事 業 区 域 の 所 在 成田市○○○字○○○番○○、○○○番○○、○○○番○○

の一部 

･全ての地番を記載(筆数が多い場

合，別紙で作成) 

･筆の一部の場合，「○○の一部」と

記載 

３ 事 業 区 域 の 面 積 ５，０００.００㎡（実測）  

 

第３号様式 

事 前 協 議 変 更 申 請 書 留意事項 
令和〇〇年〇〇月〇〇日  

（あて先）成田市長  

  住 所 千葉県成田市花崎町○○○番地 

申請者 

氏 名 ○○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

･上記記載例と同様 

下記事業について，別添書類を添えて協議します。  

記  

１ 事 業 の 目 的 専用住宅（２５区画）の宅地造成 ･上記記載例と同様 

２ 事業区域の所在 成田市○○○字○○○番○○、○○○番○○、○○○番○○

の一部 

･上記記載例と同様 

３ 事業区域の面積 ５，０００.００㎡（実測）  

４ 変更内容（理由） 変更内容 

①開発区域の変更 

②造成計画の変更（審査擁壁

の構造の変更、地盤改良の

追加） 

③道路計画の変更（計画高、舗

装構成の変更） 

④雨水排水計画の変更（貯留

槽の構造の変更） 

⑤公園緑地計画の変更（公園

施設の規格及び数量の変

更） 

変更理由 

①○○のため 

②○○のため 

 

 

③○○のため 

 

④○○のため 

 

⑤○○のため 

 

･変更内容及び変更理由を項目毎

に記載 

･変更内容（理由）が多い場合，別

紙で作成 
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第２号様式 

計 画 概 要 書 留意事項（[   ]は担当課） 

１ 事 業 者 

住 所 千葉県成田市花崎町○○○番地 

氏 名 ○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 

連絡先 ○○○（○○○）○○○○ 

［都市計画課］ 

･個人の場合，住民票を基に記載 

･法人の場合，法人の登記事項証

明書を基に代表者名も記載 

２ 設 計 者 

住 所 千葉県成田市花崎町○○○番地 

氏 名 ○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 

連絡先 ○○○（○○○）○○○○ 担当者：○○ ○○ 

［都市計画課］ 

･計画全般(申請図書も含む)に対

しての担当者名及び連絡先を記

載 

３ 工事施行者 

住 所 千葉県成田市花崎町○○○番地 

氏 名 ○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 

連絡先 ○○○（○○○）○○○○ 担当者：○○ ○○ 

［都市計画課］ 

･未定の場合は，「未定」と記載 

４ 
事業区域の

所 在 

成田市○○○字○○○番○○、○○○番○○、○○○番○○の一部 ［都市計画課］ 

･全ての地番を記載(筆数が多い

場合，別紙で作成) 

･筆の一部の場合，「○○の一

部」と記載 

５ 
事業区域の

面 積 

公簿 ５，１００．００㎡の一部（内農地 １，０００㎡の一部） 

実測 ５，０００．００㎡ 

［都市計画課］ 

･公簿面積の合計を記載 

･公簿面積に筆の一部が含まれる

場合，「○○㎡の一部」と記載 

･実測面積は小数点以下第 2 位ま

で記載 

６ 

都市計画法

に基づく開

発行為の有

無 

■有 

□無 

（建築行為のみ） 

［都市計画課］ 

･該当項目を選択 [都市計画法第３２条第２項 

の規定による協議の有無] 

  ■有 ・ □無 

７ 
都市計画制

限 等 

［区域区分］（用途地域）（建蔽率／容積率） 

■市街化区域（第一種低層住居専用地域）（50/100）・（第一種住居地域）

（60/200） 

□市街化調整区域（  /  ） 

□区域区分非設定（                ）（  /  ） 

［都市計画課］ 

･区域区分を選択，用途地域・建

蔽率・容積率を記載 

･用途地域が複数ある場合，建蔽

率・容積率を分けて記載 

［その他］ 

□防火地域 □準防火地域 

■高度地区（第１種（ － ｍ）） □高度利用地区 □生産緑地地区 

□航空機騒音障害防止特別地区 □航空機騒音障害防止地区 

□土地区画整理事業施行区域 □新住宅市街地開発事業施行区域 

□市街地再開発事業区域 ■地区計画区域 

□都市計画施設（            ） □都市計画公園 

□都市機能誘導区域 ■居住誘導区域 ■宅地造成等工事規制区域 

□災害危険区域 □地すべり防止区域 □土砂災害特別警戒区域 

□土砂災害警戒区域 □浸水被害防止区域 □急傾斜地崩壊危険区域 

□浸水想定区域（最大想定規模に基づく想定浸水深   ｍ以上） 

□農用地区域 □第一種農地 □甲種農地 □保安林 

その他（                           ） 

･区域区分を選択，その他規制が

ある場合は記載 

８ 
予定建築物

の 概 要 

［用途］ 

■専用住宅の宅地造成 

□共同（長屋）住宅 

□その他（     ） 

［規模］ 

■25 区画 

□   棟   戸 

［自己用／非自己用］ 

□自己用 

■非自己用 

［建築住宅課，都市計画課］ 

･該当項目を選択 

･宅地造成の場合，敷地面積は最

小面積を記載し，その他建築計

画は記載不要 

･建築物が複数ある場合，別紙で

作成 

［敷地面積］ 

（最低）155.00 ㎡ 

［建築面積］ 

 － ㎡ 

［延べ面積］ 

－ ㎡ 

［構造］ 

－ 造 

［階数］ 

－ 階 

［高さ］ 

－ ｍ 
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９ 区画・人口 

■居住者 ２５ 区画（戸） × ３ 人 ＝ ７５ 人 

□従業員    人    □来客者     人 

□その他（             ）   人 

合計 ７５ 人 

［都市計画課］ 

･宅地造成は区画数，共同（長

屋）住宅は戸数，寮及び飲食店

舗等は収容人数，事業所及び物

品販売店舗等は従業員数及び来

客数，ホテルは部屋数等を記載 

１０ 道 路 

［道路名称、有効幅員、建築基準法上の位置付け］ 

市道〇〇〇線 Ｗ＝〇.〇～〇.〇ｍ 法第４２条第１項第１号 

開発行為による道路 Ｗ＝〇.〇～〇.〇ｍ 法第４２条第１項第２号 

［土木課，建築住宅課，道路管

理課，都市計画課］ 

･道路を整備（新設，拡幅）する

ときは，その幅員も記載 

･幅員が一律でない場合，最小値

及び最大値を記載 

１１ 雨 水 排 水 

■区域外接続先 

接続先施設：市道〇〇線内の既存道路側溝 

施設管理者：成田市道路管理課 

□区域外接続無 

［下水道課，道路管理課，都市

計画課］ 

･区域外接続処理の場合，接続先

施設及び施設管理者を記載 

･区域外整備を伴う場合，整備内

容を記載。 

［調整方法］ 

□オンサイト貯留 □調整池 ■貯留浸透槽 

□その他（          ） 

必要量 

（5,000.00×22.3/1,000＝111.50 ㎥） 

［容量］ 

   

120.00m3 

（計算別

紙） 

･調整方法は，該当項目を選択

し，必要量の計算根拠を記載 

･容量は，実容量の計算根拠を記

載 

･計算根拠は別紙でも可 

１２ 汚 水 排 水 

■公共下水道 □合併処理浄化槽（  人槽） 

□その他（                         ） 

■区域外接続先 

接続先施設：市道〇〇〇線内の既存汚水管 

施設管理者：成田市下水道課 

□区域外接続無 

［建築住宅課，道路管理課，環

境衛生課，下水道課］ 

･公共下水道が整備されている場

合，接続先施設及び施設管理者

を記載 

･公共下水道が整備されていない

場合，汚水排水の処理方法を選

択し，接続先施設及び施設管理

者を記載 

１３ 消 防 水 利 
■消火栓（1 基）（□新設 ■既設） 

■防火水槽（40ｔ・2 基）（■新設 □既設） 

［警防課］ 

･該当項目を選択 

･成田市消防本部開発行為等指導

要領に基づいて記載 

１４ 上 水 道 

■公営水道（□千葉県・■成田市） 

接続先施設：市道〇〇〇線内の既存配水管 

施設管理者：成田市工務課 

□戸別井戸（口径：       ） 

［工務課,環境対策課］ 

･該当項目を選択 

･公営水道の場合，接続先施設及

び施設管理者を記載 

･戸別井戸の場合，吐出口径等を

記載 

１５ 駐 車 場 
必要台数 ２５台（算出根拠                 ） 

計画台数 ２５台 

［都市計画課，道路管理課］ 

･必要台数及び計画台数を記載 

･宅地造成及び集合住宅の場合，

区域内に戸数分以上を確保 

･事業所及び店舗等の場合は，必

要台数の算出根拠を記載 

１６ 交 通 対 策 

工事関係車両の周辺道路の通行について､十分留意し事業区域への出

入口に交通誘導員を配置する 

事業区域周辺に工事関係車両を路上駐車させない 

道路等に土砂等が流出した際は随時清掃を行う 

登下校時の児童生徒の安全確保に努める 

［交通防犯課，教育指導課］ 

･工事車両に係る運行時間，経

路，停留による支障，通学路へ

の安全対策，誘導員設置等の対

策について記載 
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１７ 
ごみ処理対

策 

■ごみ収集場 ２カ所（■新設 □既設） 

必要面積 2.25 ㎡（0.09 ㎡×25） 有効面積 2.50 ㎡ 

土地の管理（■市 □事業者） 施設の管理（□市 ■事業者） 

※世帯数に比した収集場の必要面積が１㎡以下の場合，有効面積で最

低１㎡設けること 

■事業により発生した一般廃棄物は，成田市一般廃棄物収集運搬許可

業者に委託するか，市の処理施設へ直接持ち込む 

■事業の目的上発生する産業廃棄物の処理について，産業廃棄物収集

運搬業及び処分業許可業者へ委託する 

［クリーン推進課］ 

･供用開始後の処理方法（業者委

託，自己搬入など）を記載 

･ごみ収集場を設置する場合は，

規模，管理区分等を記載（規模

は，成田市開発行為等の基準に

関する条例施行規則に定める面

積） 

１８ 公園・緑地 ■設置する □設置しない 250.00 ㎡ 5.00％ 

［都市計画課，公園緑地課，商

工振興企業立地課］ 

･設置する施設の面積及び事業区

域面積における割合を記載 

･3,000 ㎡以上の場合は，事業区

域面積の 5％以上の公園等 

･特例区域の場合は，原則不要 

１９ 敷地内緑地 

□成田市開発行為等指導要綱（3％以上の樹木

による緑化） 

■成田市緑化推進指導要綱（10％以上） 

□千葉県環境保全条例（  ％以上） 

□その他（              ） 

550.00 ㎡ 11.00％ 

［都市計画課，公園緑地課，商

工課］ 

･緑化面積と事業区域面積におけ

る割合を記載 

･3,000 ㎡以上の場合は，成田市

緑化推進指導要綱，1ha 以上の

場合は千葉県環境保全条例に基

づいた緑化計画を記載 

･特例区域の場合は原則不要だ

が，工場立地法の特定工場は，

成田市国家戦略特別区域法に基

づく緑地面積率等に係る準則を

定める条例に基づき緑化する旨

を記載 

２０ 公 害 対 策 
工事期間中は周辺に配慮し、騒音及び振動を抑える 

法令に該当する重機を使用する場合は工事開始７日前までに届出する 

［環境対策課］ 

･工事期間中における，ばい煙，

排水，騒音，振動等への対応内

容を記載 

･法令等に該当する施設等を設置

する場合は，対応内容を記載 

２１ 電 波 障 害 
建築物の最高の高さ 10ｍ ■支障なし □支障あり 

対応内容（                         ） 

［環境対策課，建築住宅課］ 

･対応内容を記載（3 階建以上で

高さが 10ｍを超える場合は，

協議により事前事後の調査） 

･障害発生時の対応方法を記載

（影響が予測される者との連絡

体制を整える） 

２２ 日 照 
建築物の最高の高さ 10ｍ ■支障なし □支障あり 

対応内容（                         ） 

［建築住宅課］ 

･成田市中高層建築物事前公開等

指導指針に該当する場合，対応

内容を記載 

２３ 文化財保護 
「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」 

■提出済 □未提出 

［生涯学習課］ 

･埋蔵文化財の有無について記載 

２４ そ の 他 

■農地法農地転用許可（届出） □林地開発許可申請 

■道路法第２４条承認申請 □道路法第３２条許可申請 

■下水道法第１６条承認申請 □下水道法第２４条許可申請 

■成田市土質条例許可申請 ■申請集積所設置届出 

□地区計画の届出 ■立地適正化計画の届出 

■都市計画法第２９条許可申請 □都市計画法第３７条承認申請 

□都市計画法第４３条許可申請 □都市計画法施行規則第６０条申請 

■盛土規制法第１２条第１項許可申請 

□盛土規制法第１５条第２項のみなし許可扱い 

その他（                          ） 

･事業に際し，関係法令等により

必要となる手続きを記載 
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資料第２号様式（細則別記第１号様式） 

設計説明書  

その１ 設計の概要 留意事項 

１
設
計
の
方
針 

開発区域全体を切土又は盛土により造成し、一部に審査対象擁壁を設置する。 

道路施設は、開発区域内に開発行為による道路（幅員6.0ｍ以上）を新設し、市道〇

〇線（幅員6.0ｍ以上）に接続する。 

公園施設は、開発区域内に5％以上の公園を新設する。 

消防施設は、開発区域内に防火水槽（40ｔ）を2基新設する。 

雨水排水は、各宅地内に地下貯留浸透槽を設置し、オーバーフロー分のみをオリフ

ィスにより市道〇〇線内の既存道路側溝に接続する。 

汚水排水は、各宅地内に公共汚水桝を設置し、新設する開発道路内の新設汚水管を

経て、市道〇〇線内の既存汚水管に接続する。 

上水は、新設する開発道路内の新設配水管を経て、市道〇〇線内の既存配水管に接

続する。 

･造成計画を記載 

･道路，公園等の公共施設整

備計画の詳細を記載 

･雨水，汚水排水及び上水の

処理方法及び接続先を記載 

(

地
目
別
概
況) 

２
土
地
の
現
況 

区 分 宅 地 農 地 山 林 そ の 他 計 

･土地の登記事項証明書の地

目及び地積を基に記載 

･複数の地目がある場合，区

分ごとに記載 

･事業区域が筆の一部の場合

は，「～の一部」と記載 

面 積 1,000.00㎡ 1,100㎡の一部 1,000㎡ 2,000㎡ 5,100.00㎡の一部 

比 率 19.61％ 21.57％ 19.61％ 39.21％ 100％ 

３
土
地
利
用
計
画 

区 分 宅 地 公 共 用 地 未 利 用 地 そ の 他 計 

･土地の利用を区分し，それ

ぞれの実測による面積を記

載 

･公共用地（道路，調整池，

公園，消防水利，帰属する

電柱等）※帰属しない電柱

用地は宅地に記載 

･その他（造成地，造成協力

地） 

面 積 3,996.00㎡ 1,004.00㎡   5,000.00㎡ 

比 率 79.92％ 20.08％   100％ 

４
公
共
施
設
整
備
計
画 

区 分 道 路 敷 地 
水 路 及び

下水道敷地 

公 園 及 び

緑地等用地 

消 防 用 貯 

水施設用地 

ごみ収集場

用 地 
そ の 他 

･3欄の面積の合計に対する各

公共施設の敷地面積の比率

とする 

面 積 750.00㎡  250.00㎡  3.00㎡ 1.00㎡ 

比 率 15.00％  5.00％  0.06％ 0.02％ 

都 市 計 画

街 路 
 

そ の 他 の 

都 市 計 画施 設 
 

５
計
画
内
容 

専用住宅（２５区画） 

･開発行為により設置される

建築物又は特定工作物の計

画内容等を記載 

６
摘

要 

 

･開発行為により設置される

公益施設(学校，保育所，幼

稚園，官公庁施設，購買施

設，医療施設)の用地の面積

等を記載 
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その２ 公共施設の管理者等に関する事項 留意事項 

種 類 番 号 
概要 施 設 の 

管 理 者 

用 地 の 

帰 属 
摘 要 

･番号は，施設の種類別に記

載 

･施設の管理者及び用地の帰

属の欄には，成田市（担当

課）又は事業者を記載 

･公共施設の摘要には，(新

設)，(付け替え)，(拡幅)の

別，数量，（区域外），

（区域内外）の別を記載

し，新設以外の場合は，従

前の施設の概要及び管理者

を記載 

幅員・寸法 延長(m) 面積(m2) 

道路用地 1 6.0ｍ 125.00 750.00 
成田市 

（道路管理課） 

成田市 

（道路管理課） 
新設 

公園用地 1   250.00 
成田市 

（公園緑地課） 

成田市 

（公園緑地課） 
新設 

ごみ収集場

用地 
1   

3.00 

(有効面積2.50) 
事業者 

成田市 

(クリーン推進課) 

新設 

(2箇所) 

電柱用地 1   1.00 
成田市 

（道路管理課） 

成田市 

（道路管理課） 

新設 

(2箇所) 

道路施設 

1 
Ｕ字溝 

250 
300.00  

成田市 

（道路管理課） 

成田市 

（道路管理課） 
新設 

2 
横断側溝 

250 
15.00  

成田市 

（道路管理課） 

成田市 

（道路管理課） 

新設 

(区域外) 

3 
集水桝 

400×400 
  

成田市 

（道路管理課） 

成田市 

（道路管理課） 

新設 

(4箇所) 

排水施設 

1 
汚水管 

VUφ200 
150.00  

成田市 

（下水道課） 

成田市 

（下水道課） 

新設 

(区域内外) 

2 
汚水1号人孔 

φ900 
  

成田市 

（下水道課） 

成田市 

（下水道課） 

新設 

(4箇所) 

(区域内外) 

3 
汚水公桝 

φ200 
  

成田市 

（下水道課） 

成田市 

（下水道課） 

新設 

(25箇所) 

4 
汚水取付管 

VUφ150 
  

成田市 

（下水道課） 

成田市 

（下水道課） 

新設 

(25箇所) 

上水施設 

1 
配水管 

DIP-GXφ75 
150.00  

成田市 

（工務課） 

成田市 

（工務課） 

新設 

(区域内外) 

2 
給水管 

PEφ20 
  

成田市 

（工務課） 
事業者 

新設 

(25箇所) 

公園施設 

1 
スイング 

遊具 
  

成田市 

（公園緑地課） 

成田市 

（公園緑地課） 

新設 

(2箇所) 

2 ベンチ   
成田市 

（公園緑地課） 

成田市 

（公園緑地課） 

新設 

(2箇所) 

3 水飲み場   
成田市 

（公園緑地課） 

成田市 

（公園緑地課） 

新設 

(1箇所) 

交通安全施

設 

1 
行き止まり

看板 
  

成田市 

（交通防犯課） 

成田市 

（交通防犯課） 

新設 

(1箇所) 

2 防犯灯   
成田市 

（交通防犯課） 

成田市 

（交通防犯課） 

新設 

(2箇所) 

消防施設 

1 
防火水槽 

（40ｍ3） 
  

成田市 

（警防課） 

成田市 

（警防課） 

新設 

(2箇所) 

2 
消防水利 

標識 
  

成田市 

（警防課） 

成田市 

（警防課） 

新設 

(2箇所) 

 


